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(57)【要約】
【課題】携帯通信端末Ｐの機能のうち音声通話しか使え
ない視力障害者や端末の操作の苦手な高齢者や年少者に
も電子メールの内容を周知させることができる音声広報
機能付き携帯通信端末用の充電器を提供する。
【解決手段】携帯通信端末Ｐに着信した電子メールのデ
ータを転送するための通信手段２と、転送された電子メ
ールから読み上げのために必要な情報を選択する選択手
段３ａと、選択された情報のうち、少なくとも本文のテ
キストデータから音声データを生成する生成手段３ｂと
、少なくとも本文のテキストデータや音声データを記憶
する記憶手段４と、音声データに基づいて発声する音声
出力手段５と、携帯通信端末Ｐ内の充電池Ｐ２に充電さ
せる充電手段７とを有することを特徴とする音声広報機
能付き携帯通信端末用の充電器１である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯通信端末に着信した電子メールのデータを転送するための通信手段と、
　転送された電子メールから読み上げのために必要な情報を選択する選択手段と、
　選択された情報のうち、少なくとも本文のテキストデータから音声データを生成する生
成手段と、
　少なくとも本文のテキストデータや音声データを記憶する記憶手段と、
　音声データに基づいて発声する音声出力手段と、
　携帯通信端末内の充電池に充電させる充電手段とを有することを特徴とする音声広報機
能付き携帯通信端末用の充電器。
【請求項２】
　さらに、記憶手段がテキストデータ又は音声データを記憶していることを検知する記憶
検知手段と、
　前記記憶検知手段による記憶の検知を表示する表示手段と、
　ＯＮ状態になるまで選択手段、生成手段、音声出力手段のいずれかの機能を妨げる手動
開始スイッチを有し、
　表示手段による記憶検知の表示がある状態で、手動開始スイッチがＯＮ状態にされると
読み上げが開始されることを特徴とする請求項１に記載の音声広報機能付き携帯通信端末
用の充電器。
【請求項３】
　さらに、情報通信ケーブル用のコネクタと電源供給ケーブル用のコネクタ又は給電コイ
ルが一体化され、通信手段と充電手段の接続が実質的に同時に行われることを特徴とする
請求項１又は請求項２に記載の音声広報機能付き携帯通信端末用の充電器。
【請求項４】
　さらに、充電手段が作動したことを検知する充電検知手段と、
　充電検知手段からの検知信号を受けるまで通信手段、選択手段、生成手段、音声出力手
段のいずれかの機能を妨げる充電確認手段を有するとともに、
　通信手段は携帯通信端末が充電器から一定範囲内に入った時に、自動的にこれらを接続
する無線通信機能を有していることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の音声広報
機能付き携帯通信端末用の充電器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メールの内容を音声で読み上げる音声広報機能付き携帯通信端末用の充
電器に係り、特に、携帯通信端末の機能のうち音声通話しか使えないような視力障害者や
、携帯通信端末の操作が苦手な高齢者や年少者にも電子メールの内容を容易且つ確実に周
知させることができる音声広報機能付き携帯通信端末用の充電器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、地方自治体等による住民への広報活動には、回覧板、郵便配達、電柱等
や広報車に取り付けられたスピーカーを用いた音声広報等が用いられてきた。これらのう
ち、回覧板は近年では住民同士の付き合いが希薄になっていることから機能しにくくなっ
ている。また、郵便配達ではコストが高く付き過ぎる。さらに、スピーカーを用いた音声
広報ではスピーカーからの距離によって、又は風向きによって聞こえ方が全く異なり、ま
た近年では家屋の防音性が高くなっているため、窓を締め切るとスピーカーによる音声が
殆ど聞こえなくなることもあり、広報内容の周知徹底が確実にできるとは限らない。
【０００３】
　そこで近年では、急速に発達した情報通信機器を利用し、電子メールによる広報活動が
模索されている。電子メールによれば、送信側は同一内容の文書を安価且つ大量に送信す
ることができ、また受信側もパソコンや携帯通信機器等、好みの機器を用いて受信できる
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とともに、受信した電子メールを都合のよい時に読むことができるため、大変便利である
。
【０００４】
　この電子メールを地方自治体等の広報活動に使用するには、台風、地震等の自然災害や
テロ等の人為的災害等、安全や生命に関わる重要且つ深刻な情報が含まれているため、全
ての住民が電子メールを確実に読むことが必要である。しかしながら、情報通信機器の発
達は余りに急速で、しかも多種多様の複雑な機能を搭載しているため、高齢者や年少者に
とっては機器の操作を十分に習熟することは困難であり、また、視力障害者にとっては機
器の操作には習熟していても電子メールを読むことが出来ない。
【０００５】
　そこで、このような問題を解決する方法として、近時、電子メールのテキストデータを
読み上げるソフトウエアを利用したり（例えば特許文献１）、さらに、読み上げた音声を
通常の電話と同様に聞く方法（例えば特許文献２）が提案され、これらの方法によれば、
音声により電子メールを利用することができ、広報内容を知ることができる。
【特許文献１】特開２００６－３２５２６７号公報
【特許文献２】特開２００５－３１８４６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、この場合においても、機器の操作がますます複雑になっている状況下に
おいては、高齢者や年少者によっては機器を十分に操作できず、その結果、全ての住民に
広報内容を周知徹底させることができず、従って、地方自治体等による広報活動に用いる
には問題がある。
　また、電子メールの読み忘れを防止せんとして、単に電子メールを受信したときに自動
的にその電子メールを読み上げるようにすれば、都合がよい時に読むことができるという
電子メールの利点を生かすことができないばかりでなく、内容の一部又は全部を聞き逃し
やすくなる。
【０００７】
　そこで本発明者は、上記従来技術の課題を解決するべく鋭意検討の結果、例え従来の携
帯通信端末の複雑な操作を十分には習得していない場合であっても、最低限、通話機能だ
けは使用できることが多く、その結果、必然的に充電機能は使用できる点に着目し、充電
のための操作と電子メールの読み上げを関連付ければ、使用者が携帯通信端末のそばにい
る時に読み上げが開始され、必然的に電子メールの内容を音声で聞くことができることを
見出し、本発明を完成した。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の請求項１は、携帯通信端末に着信した電子メールのデータを転送するための通
信手段と、転送された電子メールから読み上げのために必要な情報を選択する選択手段と
、選択された情報のうち、少なくとも本文のテキストデータから音声データを生成する生
成手段と、少なくとも本文のテキストデータや音声データを記憶する記憶手段と、音声デ
ータに基づいて発声する音声出力手段と、携帯通信端末内の充電池に充電させる充電手段
とを有することを特徴とする音声広報機能付き携帯通信端末用の充電器を内容とする。
【０００９】
　本発明の請求項２は、さらに、記憶手段がテキストデータ又は音声データを記憶してい
ることを検知する記憶検知手段と、前記記憶検知手段による記憶の検知を表示する表示手
段と、ＯＮ状態になるまで選択手段、生成手段、音声出力手段のいずれかの機能を妨げる
手動開始スイッチを有し、表示手段による記憶検知の表示がある状態で、手動開始スイッ
チがＯＮ状態にされると読み上げが開始されることを特徴とする請求項１に記載の音声広
報機能付き携帯通信端末用の充電器を内容とする。
【００１０】
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　本発明の請求項３は、さらに、情報通信ケーブル用のコネクタと電源供給ケーブル用の
コネクタ又は給電コイルが一体化され、通信手段と充電手段の接続が実質的に同時に行わ
れることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の音声広報機能付き携帯通信端末用の
充電器を内容とする。
【００１１】
　本発明の請求項４は、さらに、充電手段が作動したことを検知する充電検知手段と、充
電検知手段からの検知信号を受けるまで通信手段、選択手段、生成手段、音声出力手段の
いずれかの機能を妨げる充電確認手段を有するとともに、通信手段は携帯通信端末が充電
器から一定範囲内に入った時に、自動的にこれらを接続する無線通信機能を有しているこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の音声広報機能付き携帯通信端末用の充電器
を内容とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明による音声広報機能付き携帯通信端末用の充電器は、充電手段と電子メールの読
み上げのための手段が一体化されているので、充電のための接続が電子メールの転送のた
めの接続を想起させるので操作が確実に行われ、音声により広報内容を確実に知ることが
できる。また、機器の接続作業自体がスイッチと同様の働きをするため、電子メールの読
み上げのために接続作業以外の操作をする必要がなく、容易にこの読み上げ機能を利用す
ることができる。さらに、充電作業の際には、使用者は必ず携帯通信端末の近くにいるの
で、読み上げの内容を聞き逃すこともなく、地方自治体等による広報活動をより容易、確
実、且つ効率的に行うことができる。
【００１３】
　表示手段による記憶検知の表示がある状態で、開始スイッチがＯＮ状態にされると読み
上げが開始されるようにすれば、充電作業後、読み上げが開始されるまでしばらく充電器
の前にいるような必要がなく、使用者にとって最も都合のよいタイミングで読み上げが開
始されるため、使い勝手がよい。
【００１４】
　電源ケーブル用のコネクタと情報通信ケーブル用のコネクタを一体化し、両コネクタの
接続が実質的に同時に行われるようにすれば、電源ケーブルの接続と同時に、意識させず
に且つ確実に有線で通信手段を接続させることができる。
【００１５】
　充電検知手段と、充電確認手段を有するとともに、通信手段として自動的に携帯通信端
末と充電器を接続する無線通信機能を有しているものを使用すれば、使用者に一切気遣わ
せることなく携帯通信端末内の電子メールの内容を充電器に転送することができ、かつ充
電操作以外の手間を掛けさせることなく、充電開始とともに即座に読み上げを開始させる
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の音声広報機能付き携帯通信端末用の充電器１（以下、単に充電器１という）は
、図１に記載した実施例１で代表的に示すとおり、携帯通信端末Ｐに着信した電子メール
のデータを転送するための通信手段２と、転送された電子メールから読み上げのために必
要な情報を選択する選択手段３ａと、選択された情報のうち、少なくとも本文のテキスト
データから音声データを生成する生成手段３ｂと、少なくとも本文のテキストデータや音
声データを記憶する記憶手段４と、音声データに基づいて発声する音声出力手段５と、携
帯通信端末Ｐ内の充電池Ｐ２に充電させる充電手段７とを有することを特徴とする。
　なお、実施例１の充電器は、さらに記憶手段４が音声データを記憶していることを検知
する記憶検知手段３ｃと、前記記憶検知手段３ｃによる記憶の検知を表示する表示手段６
と、ＯＮ状態になるまで音声出力手段の機能を妨げる手動開始スイッチ６ａを有している
。
　また、図１中における制御部３とは、通信手段２、記憶手段４、音声出力手段５、表示
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手段６その他の構成を本発明の目的に沿って作動させるために制御する装置であって、Ｃ
ＰＵとも呼ばれる。
【００１７】
　本発明で用いられる通信手段２は、携帯通信端末Ｐで受信した電子メールのデータを充
電器１に送信できるものであれば特に限定されないが、通常は、シリアル通信が用いられ
る。その規格も特に限定されず、ＵＳＢ、ＲＳ－２３２Ｃ等の有線通信規格や、ＩｒＤＡ
、ブルートゥース（ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ）のＳＰＰ (Ｓｅｒｉａｌ  Ｐｏｒｔ  Ｐｒｏｆ
ｉｌｅ) 等の無線通信規格の中から適当なものを選択することができる。本実施例におい
てはＵＳＢが使用されている。
【００１８】
　本発明における選択手段３ａは、充電器１内に転写された電子メールのデータから必要
な情報を選択する手段である。この選択手段３ａは、他の手段から独立した専用の装置を
用いることも可能であるが、充電器１の小型化や効率化のため、制御部３に適当なプログ
ラムを読み込ませて機能を実現させるほうが好ましく、本実施例でもそのように構成され
ている。
　この選択手段３ａは、読み上げの必要がない電子メールを取り除いて特定の発信者から
送られた電子メールだけ読み上げるようにする機能と、発信元情報、タイトル、本文等の
うち読み上げる必要がある部分を選択する機能を有する。なお、通常は広報活動を行う地
方自治体等が送信した電子メールの本文だけを選択して読み上げるようにするが、その他
、設定によって例えば家族や親戚等、特定の知り合いのメールを含めたり、所謂迷惑メー
ルを除いた全てを選択できるようにしてもよい。また、通常は本文の読み上げだけで足り
るが、送信者が２以上ある場合 (例えば、同じ地方自治体の防災担当と生活支援担当など
）は、本文だけでなく発信元情報やタイトルも読み上げるようにすることもできる。
【００１９】
　本発明における生成手段３ｂは、電子メールの本文等のテキストデータを音声データに
変換する手段である。この生成手段３ｂは他の手段から独立した専用の装置を用いること
も可能であるが、充電器１の小型化や効率化のため、制御部３に適当なプログラムを読み
込ませて機能を実現させるほうが好ましく、本実施例でもそのようにされている。使用で
きるプログラム等は従来から使用されているものでよく、例えば特許文献１、２で使用さ
れているものが、本発明でも好適に利用できる。
【００２０】
　記憶手段４は携帯通信端末から転写された電子メールのテキストデータ、これから生成
された音声データ、これらのデータを処理するためのプログラム等が記憶され、必要に応
じ制御部３に送られる。この記憶手段はＲＡＭだけで構成されていてもよいが、通常は、
プログラムの一部又は全部がＲＯＭに記憶される。
【００２１】
　記憶検知手段３ｃは記憶手段４にテキストデータ又は音声データ、即ち電子メールの内
容を読み上げるためのデータが有るかどうかを検知する手段であり、広報すべき内容が読
み上げ可能な状態で蓄えられていることを検知するものである。
　読み上げ可能な状態とは、例えば、記憶手段４に音声データが記録されていて、制御部
３からの信号に応じて音声出力手段５に送信可能な状態であること、或いは、記憶手段４
にテキストデータが記録されていて、制御部３からの信号に応じて、音声データの生成及
び音声出力手段５への送信が連続して行える状態であることを指し、記憶検知手段３ｃは
、前者の場合は音声データの有無を検出し、後者の場合はテキストデータの有無を検出す
る。
　なお、処理効率は前者の方が優れているため、記憶検知手段３ｃは音声データの有無を
検出するようにする方が好ましく、本実施例でもそのようにされている。
【００２２】
　本発明における音声出力手段５とは生成された音声データに基づいて音声を出力する手
段であり、Ｄ／Ａ変換機、アンプ、スピーカ等からなる通常の手段が使用される。
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【００２３】
　本発明において、表示手段６とはテキストデータ又は音声データの記憶を検出、即ち読
み上げ可能な状態であることを表示する手段であり、手動開始スイッチ６ａとは電子メー
ルの読み上げを開始させるための手段である。
　本実施例においては、表示手段６は発光ダイオードであって発光することにより読み上
げ可能であることを表示し、手動開始スイッチ６ａは押しボタンであって一回押し下げら
れるごとにＯＮ状態とＯＦＦ状態が切換えられるようにされているが、本発明においては
これに限られず、本発明の目的を達成できる限り、いかなる物でも使用できる。例えば、
表示手段６及び手動開始スイッチ６ａとしてタッチパネルを使用して読み上げ可能な電子
メールのタイトルを表示させ、この部分をタッチすることにより任意の電子メールの読み
上げを開始させることも可能である。
【００２４】
　本発明で用いる充電手段７は、通常の充電器に用いられているものであれば特に限定さ
れず、電源ケーブルの先端にコネクタがつけられた有線式のものでもよいし、電磁誘導を
利用した非接触型のものでもよい。
　但し、本発明において電子メール読み上げのための手段と充電器と一体にした理由は、
充電のための操作と電子メールの読み上げを関連付けて、読み上げのための操作を容易に
するためであるので、充電のための操作が電子メール読み上げのための操作を想起させる
ように構成するのが好ましい。
　例えば、電源ケーブルと通信用のケーブルを近接配置する、又はこれらを１本にまとめ
て、１本のケーブルに２つのコネクタを設けれは、電源ケーブルの接続と同時に通信用ケ
ーブルの接続が想起され、携帯通信端末の操作に詳しくない人でも電子メール読み上げの
ための操作をすることができる。
　また、通信用ケーブルを接続させなければ電源ケーブルが接続できないようにして、充
電時には通信手段が確実に接続されるようにしてもよい。
【００２５】
　上記の構成を有する実施例１に係る充電器１の動作を、図２に示したフローチャートに
基づいて説明する。
　本実施例において、制御部３は通信手段２を監視し、接続が行われていることを確認し
（ｓｔｅｐ１）、行われていれば携帯通信端末Ｐのメール受信部Ｐ１に新着メールがある
か確認する（ｓｔｅｐ２）。新着メールがあれば、それを記憶手段に転写し（ｓｔｅｐ３
）、それが特定の送信元から送付されたメールであれば（ｓｔｅｐ４）、読み上げる部分
のテキストデータを音声データに変換する（ｓｔｅｐ５）。
【００２６】
　次のステップで記憶手段４に未読の音声データが記録されているか判定し（ｓｔｅｐ７
）、記録されていれば表示手段６を点灯し（ｓｔｅｐ８）、手動開始スイッチ６ａがＯＮ
状態となったときに（ｓｔｅｐ９）電子メールの内容が読み上げられる。
　なお、ｓｔｅｐ５をｓｔｅｐ９とｓｔｅｐ１０の間に移動すると共に、ｓｔｅｐ７で音
声データに変えてテキストデータの記録を判定することによっても、本発明の目的は達成
できる。
【００２７】
　ｓｔｅｐ１で通信手段が接続されていなかった場合はその他のステップを全て行わずに
、通信手段の接続が行われるまで待つ。
　ｓｔｅｐ２で新着メールが無かった場合、及びｓｔｅｐ４で新着メールが特定の送信元
以外のものから送信されたものであった場合は、転写したメールを削除した上で（ｓｔｅ
ｐ６）、ｓｔｅｐ７を実行する。これは前回の充電時に読み上げ可能な音声データがあっ
たにもかかわらず、ｓｔｅｐ９で手動開始スイッチ６ａがＯＮ状態にされなかった場合に
備えたものである。
　ｓｔｅｐ７で音声データが無かった場合、以後のステップを行わずに、通信手段が接続
されている限り特定の送信元から新着メールがあるのを待つ。
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　ｓｔｅｐ９で手動開始スイッチ６ａがＯＦＦ状態のときは、通信手段が接続されている
限りＯＮ状態になるのを待つ。
【００２８】
　以下、図３、図４に基づいて実施例２、実施例３を説明する。
　実施例２及び実施例３では、通信手段用のコネクタ２ａ及び充電手段用のコネクタ７ａ
又は給電コイル７ｂを一体化することにより、通信手段用のコネクタ２ａが接続されるま
で充電手段７が接続できないようにし、これにより充電手段７だけを接続して通信手段２
を接続しないことがあるといった不都合を回避し、広報活動が確実に行われるようにして
いる。
【００２９】
　実施例２においては、図３（ａ）に示すように、通信手段用のコネクタ２ａと充電手段
用のコネクタ７ａが結合治具８ａにより一体化されている。通信手段用のコネクタ２ａは
結合治具８ａの横側に固着されていると共に、充電手段用のコネクタ７ａは結合治具８ａ
下側に摺動可能に設けられている。
　この結合治具８ａにより一体化されたコネクタ２ａ、７ａは、図３（ｂ）に示すように
、携帯通信端末Ｐの横側及び下側に設けられた端末側コネクタ（図示せず）に接続される
が、この一体化されたコネクタ２ａ、７ａによると、まず、通信手段用のコネクタ２ａを
接続しなければ、充電手段用のコネクタ７ａは端末側コネクタと位置が合わず、接続でき
ないようになっている。従って、充電手段だけを接続して通信手段が接続されず、充電し
たにもかかわらず電子メールの読み上げがされないといったトラブルが防止される。
【００３０】
　また、実施例３における充電手段７としては、充電器１側の給電コイル７ｂと携帯通信
端末Ｐ側の受電コイル（図示せず）を利用した電磁誘導により充電する方式のものが利用
されており、図４（ａ）（ｂ）に示すとおり、上面の横側及び手前側に位置規制壁８ｂが
設けられ、横側の位置規制壁８ｂの内側に通信手段用のコネクタ２ａが突設され、本体部
分には給電コイル７ｂが内蔵されている。
　本実施例の充電器１では、図４（ｃ）に示すとおり、通信手段用のコネクタ２ａが本体
側のコネクタ（図示せず）に接続されたときに、給電コイル７ｂの真上に携帯通信端末Ｐ
が配置されて、給電コイル７ｂが受電コイルと対向するように構成されている。通信手段
用のコネクタ２ａが接続されていない状態では、給電コイル７ｂと携帯通信端末Ｐ内に設
けられた受電コイルがうまく対向せず、電磁誘導の効率が極めて悪くなるので実質的に充
電できない。従って、充電したにもかかわらず通信手段が接続されず、電子メールの読み
上げがされないといったトラブルが防止される。
【００３１】
　以下、図５、図６に基づいて、実施例４について説明する。
　実施例４は、通信手段２の接続にコネクタを使用しない例であり、充電手段７が作動し
たことを検知する充電検知手段７ｃと、充電検知手段７ｃからの検知信号を受けるまで、
音声出力手段５の機能を妨げる充電確認手段３ｄが設けられている。
【００３２】
　本実施例において、通信手段２は携帯通信端末Ｐが充電器１から一定範囲内に入った時
に、自動的にこれらを接続する無線通信機能を有している。なお、このような機能を有す
る無線通信規格としてはブルートゥース（ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ）のＳＰＰ (Ｓｅｒｉａｌ
  Ｐｏｒｔ  Ｐｒｏｆｉｌｅ) が挙げられ、本実施例でもこれが用いられている。
【００３３】
　本実施例における充電手段７としては、実施例１と同様、電源ケーブルとコネクタ７ａ
を用いて、充電器１と携帯通信端末Ｐを物理的に接続する方式のものを採用している。な
お、充電手段７として実施例３のような給電コイル７ｂと受電コイルを利用した電磁誘導
により非接触で充電する機構を採用しても、本実施例と同様の方法で使用することができ
る。
【００３４】
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　本実施例では通信手段２の接続が自動で行われ、使用者が気付かないうちに携帯通信端
末Ｐ内のデータが充電器１内に転写されるので、充電検知手段７ｃ及び充電確認手段３ｄ
により、充電の開始が検知されるのを待って、即ち使用者が充電器１の近くにいるのを確
認してから読み上げが開始されるようにする必要がある。
　本発明において、充電検知手段７ｃは充電手段７が作動していることを検知するための
ものであり、電源と充電手段７の間、又は充電手段７内部における電流等の変化により充
電手段７が作動していることを検知し、充電が検知されれば充電確認手段３ｄに検知信号
を送信する。また、充電確認手段３ｄは充電検知手段７ｃから検知信号が届くまでは通信
手段、選択手段、生成手段、音声出力手段のいずれかの機能を妨げることにより、使用者
が近くにいない時に電子メールの読み上げがされるのを防ぐ。
【００３５】
　なお、通信手段２、選択手段３ａ、生成手段３ｂによる処理時間を考慮すれば、検知信
号の送信後に即座に電子メールの読み上げが開始されるようにするため、充電確認手段３
ｄにより音声出力手段５の機能だけが妨げられる場合が最も好ましく、実施例４において
もそのようにされている。また、充電確認手段３ｄとして独立した装置を組み込むことも
可能であるが、実施例４においては検知信号の受信まで音声出力手段５を作動させないよ
うプログラムを作成して、制御部３を充電確認手段３ｄとして機能させている。
【００３６】
　上記の構成を有する実施例４に係る充電器１の動作は、図６に示したフローチャートに
示した通りである。
　本実施例に係る図６のフローチャートと、実施例１に係る図２のフローチャートを比較
すると、手動開始スイッチ６ａのＯＮ、ＯＦＦを確認するステップ（ｓｔｅｐ９）と音声
出力手段５により読み上げを行うステップ（ｓｔｅｐ１１）の間に、充電開始の確認をす
るステップ（ｓｔｅｐ１０）がある点のみが異なる。なお、このステップはｓｔｅｐ２の
手前、ｓｔｅｐ７の手前、ｓｔｅｐ９の手前であってもよい。
　本実施例では使用者が気付かない内に通信手段２の接続がされて電子メールのデータが
充電器内に転写されるので、ｓｔｅｐ１０を設けることにより、充電開始前、即ち使用者
が近くにいないうちに読み上げが開始されて広報内容が伝わらないといった不都合を回避
している。
【００３７】
　なお、本発明では図６のフローチャートの内、ｓｔｅｐ９を行わずに充電検知手段７ｃ
と充電確認手段３ｄによる充電開始の検知信号の送受信（ｓｔｅｐ１０）を手動開始スイ
ッチの替わりにすることもできる。また、図６のｓｔｅｐ９で手動開始スイッチ６ａがＯ
Ｎでない時（Ｎ側の矢印）にｓｔｅｐ１０に進ませ、ＯＮの時にｓｔｅｐ１１に進ませる
ことにより、手動開始スイッチ６ａがＯＮ、又は充電開始のいずれかの条件を満たした時
に読み上げを開始するようにすることもできる。
【００３８】
　以上、本発明の好ましい態様を実施例１～４に基づいて説明したが、本発明はこれら実
施例のみに限定されるものではなく、本発明の要旨から逸脱することなく種々のバリエー
ションが可能であることは云うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　叙上のとおり、本発明の音声広報機能付き携帯通信端末用の充電器によれば、携帯通信
端末の操作が不得手な高齢者や年少者に対しても、電子メールを読めない視力障害者に対
しても、着信した電子メールに記載された内容を容易且つ確実に周知徹底させることがで
きる。従って、例えば、地方自治体等の広報活動を安価且つ確実に行うためのシステムと
して頗る有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施例１に係る充電器のブロック図である。
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【図２】本発明の実施例１に係る充電器の処理を示すフローチャートである。
【図３】（ａ）は本発明の実施例２に係る充電器の通信手段及び充電手段のコネクタを示
す平面図であり、（ｂ）はその使用状況を示す説明図である。
【図４】（ａ）は本発明の実施例３に係る充電器の通信手段及び充電手段のコネクタを示
す平面図であり、（ｂ）はその右側面図であり、（ｃ）はその使用状況を示す説明図であ
る。
【図５】本発明の実施例４に係る充電器のブロック図である。
【図６】本発明の実施例４に係る充電器の処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４１】
　１　充電器
　２　通信手段
　２ａ　コネクタ
　３　制御部
　３ａ　選択手段
　３ｂ　生成手段
　３ｃ　記憶検知手段
　３ｄ　充電確認手段
　４　記憶手段
　５　音声出力手段
　６　表示手段
　６ａ　手動開始スイッチ
　７　充電手段
　７ａ　コネクタ
　７ｂ　給電コイル
　７ｃ　充電検知手段
　８ａ　結合治具
　８ｂ　位置規制壁
　Ｐ　携帯通信端末
　Ｐ１　メール受信部
　Ｐ２　充電池



(10) JP 2010-41165 A 2010.2.18

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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